
 
 

1

証
券
取
引
清
算
機
関
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
七
十
六
号
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
委
託
に
際
し
あ
ら
か
じ
め
特
定
す
べ
き
事
項
） 

 

第
一
条 

証
券
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。 

一
～
七 

（
略
）  

 

八 

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い

う
。
）
第
一
条
の
十
二
第
一
号
に
定
め
る
取
引 

貸
借
の
別
、
金
銭
の
額
及
び
受
渡
日 

 

九 

令
第
一
条
の
十
二
第
二
号
に
定
め
る
取
引 

貸
借
の
別
、
有
価
証
券
の
銘
柄
、
数
若
し
く
は
金
額
及

び
受
渡
日 

 

十 

令
第
一
条
の
十
二
第
三
号
に
定
め
る
取
引 
受
渡
し
の
別
、
有
価
証
券
の
銘
柄
及
び
数
若
し
く
は
金

額
又
は
金
銭
の
額
並
び
に
受
渡
日 

 

十
一 

令
第
一
条
の
十
二
第
四
号
に
定
め
る
取
引 

受
渡
し
の
別
、
有
価
証
券
の
銘
柄
及
び
数
若
し
く
は

金
額
又
は
金
銭
の
額
並
び
に
受
渡
日 

 

（
免
許
申
請
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。 

一 

主
要
株
主
（
総
株
主
の
議
決
権
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に

つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ

る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
第
十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
十
以

上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
株
主
を
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在

地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面 

二 

親
法
人
（
証
券
取
引
清
算
機
関
の
総
株
主
の
議
決
権
（
前
号
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
）
の
過

半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
）
及
び
子
法
人
（
証
券
取
引
清
算
機
関
が
総
株

主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
（
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権

を
除
き
、
会
社
法
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株

式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
）
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
）
の

概
要
を
記
載
し
た
書
面 

三 

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執
行
役
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
当
該
取
締
役
及
び
監
査

（
委
託
に
際
し
あ
ら
か
じ
め
特
定
す
べ
き
事
項
） 

 

第
一
条 

証
券
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。 

一
～
七 

（
略
）  

 

八 

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
一
条
の
十
二
第
一
号
に
定
め
る
取

引 

貸
借
の
別
、
金
銭
の
額
及
び
受
渡
日 

 

九 

同
条
第
二
号
に
定
め
る
取
引 

貸
借
の
別
、
有
価
証
券
の
銘
柄
、
数
若
し
く
は
金
額
及
び
受
渡
日 

 

 

十 

同
条
第
三
号
に
定
め
る
取
引 

受
渡
し
の
別
、
有
価
証
券
の
銘
柄
及
び
数
若
し
く
は
金
額
又
は
金
銭

の
額
並
び
に
受
渡
日 

 

十
一 

同
条
第
四
号
に
定
め
る
取
引 

受
渡
し
の
別
、
有
価
証
券
の
銘
柄
及
び
数
若
し
く
は
金
額
又
は
金

銭
の
額
並
び
に
受
渡
日 

 

（
免
許
申
請
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。 

一 

主
要
株
主
（
総
株
主
の
議
決
権
（
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
十
一
条
ノ
二

第
四
項
に
規
定
す
る
種
類
の
株
式
に
係
る
議
決
権
を
除
き
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有

す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
係
る
議
決
権
を
含
む
。
第
十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
株
主
を
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称

、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面 

 

二 

親
法
人
（
証
券
取
引
清
算
機
関
の
総
株
主
の
議
決
権
（
前
号
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
）
の
過

半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
）
及
び
子
法
人
（
証
取
引
清
算
機
関
が
総
株
主

、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
（
株
式
会
社
又
は
有
限
会
社
に
あ
っ
て
は
、
商
法
第
二
百
十
一
条

ノ
二
第
四
項
に
規
定
す
る
種
類
の
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
を
除
き
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
を
含
む
。
）
の
過
半
数
を
保

有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
）
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面 

 

三 

取
締
役
及
び
監
査
役
（
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九

年
法
律
第
二
十
二
号
。
以
下
「
商
法
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
委
員
会



 
 

2

役
に
よ
る
自
ら
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

  

四 

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
履
歴
書
又
は
登
記

事
項
証
明
書
及
び
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
当
該
会
計
参
与
に
よ
る
自
ら
が
法
第
二
十
八
条
の
四

第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

五 

取
締
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
執
行
役
）
の
担
当
業
務
を
記
載
し
た
書
面 

六
～
九 

（
略
） 

 

（
定
款
又
は
業
務
方
法
書
の
変
更
認
可
申
請
） 

 

第
八
条 

（
略
） 

 

２ 

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
業
務
方
法

書
の
変
更
認
可
申
請
書
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

株
主
総
会
（
法
第
百
五
十
六
条
の
十
九
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
た
会
員
証
券
取
引
所
（
法
第

八
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
会
員
証
券
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
総
会

）
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面 

四 

（
略
） 

 

（
資
本
金
の
額
等
の
変
更
の
届
出
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も

の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更 

同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書

類
及
び
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類 

 

（
有
価
証
券
債
務
引
受
業
の
廃
止
又
は
解
散
の
決
議
に
係
り
認
可
申
請
） 

 

第
十
一
条 

証
券
取
引
清
算
機
関
は
、
法
第
百
五
十
六
条
の
十
八
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
債
務
引
受
業
の

廃
止
又
は
解
散
の
決
議
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

株
主
総
会
（
会
員
証
券
取
引
所
に
あ
っ
て
は
、
総
会
）
の
議
事
録
（
会
社
法
第
三
百
十
九
条
第
一
項

等
設
置
会
社
（
次
号
に
お
い
て
「
委
員
会
等
設
置
会
社
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執

行
役
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び

に
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
に
よ
る
自
ら
が
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面 

（
新
設
） 

   

四 

取
締
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
執
行
役
）
の
担
当
業
務
を
記
載
し
た
書
面 

五
～
八 

（
略
） 

 

（
定
款
又
は
業
務
方
法
書
の
変
更
認
可
申
請
） 

 

第
八
条 

（
略
） 

 

２ 

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
業
務
方
法

書
の
変
更
認
可
申
請
書
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

株
主
総
会
（
法
第
百
五
十
六
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
た
会
員
証
券
取
引
所

（
法
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
会
員
証
券
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は

、
総
会
）
の
議
事
録 

四 

（
略
） 

 

（
資
本
の
額
等
の
変
更
の
届
出
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も

の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 
（
新
設
） 

 

 

（
有
価
証
券
債
務
引
受
業
の
廃
止
又
は
解
散
の
決
議
に
係
り
認
可
申
請
） 

 

第
十
一
条 

証
券
取
引
清
算
機
関
は
、
法
第
百
五
十
六
条
の
十
八
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
債
務
引
受
業
の

廃
止
又
は
解
散
の
決
議
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付 

し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

二 

株
主
総
会
（
会
員
証
券
取
引
所
に
あ
っ
て
は
、
総
会
）
の
議
事
録 



 
 

3

の
規
定
に
よ
り
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
場
合
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
） 

三 

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
損
益
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記

を
含
む
。
）
並
び
に
当
該
決
議
時
に
お
け
る
資
産
及
び
負
債
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
面 

四
・
五 

（
略
） 

 

（
提
出
書
類
） 

第
十
四
条 

証
券
取
引
清
算
機
関
は
、
法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
会
社
法
第
四
百
三
十
五
条
第

二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
を
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
金
融
庁
長
官
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

会
社
法
第
四
百
三
十
五
条
第
二
項
の
附
属
明
細
書 

二
～
五 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

証
券
取
引
清
算
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
（
次
項
に
お
い
て
「
事
故
」
と
い
う
。
）
が
発
生

し
た
場
合
に
は
、
法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

取
締
役
、
会
計
参
与
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
、

監
査
役
、
執
行
役
又
は
使
用
人
が
そ
の
業
務
を
執
行
す
る
に
際
し
、
法
令
又
は
業
務
方
法
書
に
違
反
す

る
行
為
を
し
た
こ
と
。 

二 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

  

三 

最
終
の
貸
借
対
照
表
及
び
当
該
貸
借
対
照
表
と
と
も
に
作
成
さ
れ
た
損
益
計
算
書
並
び
に
当
該
決
議

時
に
お
け
る
資
産
及
び
負
債
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
面 

四
・
五 

（
略
） 

 

（
提
出
書
類
） 

第
十
四
条 

証
券
取
引
清
算
機
関
は
、
法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
法
第
二
百
八
十
一
条
第
一

項
又
は
商
法
特
例
法
第
二
十
一
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
を
、
毎
営
業
年
度
終

了
後
三
月
以
内
に
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

貸
借
対
照
表 

二 

損
益
計
算
書 

三 

営
業
報
告
書 

四 

利
益
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
議
案 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

商
法
第
二
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
商
法
特
例
法
第
二
十
一
条
の
二
十
六
第
一
項
の
附
属
明
細
書 

二
～
五 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

証
券
取
引
清
算
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
（
次
項
に
お
い
て
「
事
故
」
と
い
う
。
）
が
発
生

し
た
場
合
に
は
、
法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

取
締
役
、
執
行
役
、
監
査
役
又
は
使
用
人
が
そ
の
業
務
を
執
行
す
る
に
際
し
、
法
令
又
は
業
務
方
法

書
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
こ
と
。 

 

二 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 
 

 
 

 


